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表 １-４ 通常時における実施体制（点検項目） 
国際緊急援助隊  外務省 

（国際緊急援助室） 
JICA 

（国際緊急援助隊事務局） 在外公館 
    

JICA 現地事務所 
警察庁（救助） 消防庁（救助） 海上保安庁（救助） 国内支援委員会（医療）

在外-1 担当者を決め
ておく 

外-1 緊急時に 24 時間対応
可能な体制を整備 
①外務省ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾙ

ｰﾑに緊援室担当者
の連絡先を登録 

②INSARAG ﾌｫｰｶﾙﾎﾟ
ｲﾝﾄへの登録 

J-1 緊急時に 24 時間対応可能な体
制を整備 

在外-2 任国担当者と
平時からのネ
ットワーク構築 

在 J-1 担 当 者 を 決 め て
おく 

警-1 担当者を決め (担
当部署：長官官房
国 際 部 国 際 一
課) 、緊急時に 24
時 間 対 応 可 能 な
体制を整備 

消-1 担当者を決め（担当
部 署 ： 救 急 救 助
課）、緊急時に 24 時
間対応可能な体制
を整備 

海-1 担当者を決め（担当
部署：総務部国際危
機管理官）、緊急援
助時に 24 時間対応
可能な体制を整備 

委-1 医療チームメンバ
ーの登録（緊急援
助時に 24 時間対
応 可 能 な 体 制 を
整備） 

外-2 緊急援助責任者および
緊急援助担当者名等
の報告（1 月 1 日現在） 

        在外-3 緊急援助責任
者および緊急
援助担当者名
等の報告（1 月
1 日現在） 

在 J-2 任 国 担 当 者 と 平
時からのネットワ
ーク構築 

  通常時の 
体制 

外-3 同責任者および担当者
の交替報告（交替時） 

            在外-4 同責任者およ
び担当者の交
替報告（交替
時） 

マニュアル
の整備 

外-4 ①「救助チーム」：関係
3 庁、JICA との協議
の上、策定・改訂 

②「医療チーム」：国内
支援委員会、JICA と
の協議の上、策定・
改訂 

J-2 ①救助チーム：外務省、関係 3
庁との協議の上、策定・改訂 

②医療チーム：外務省、国内
支援委員会との協議の上、
策定・改訂 

    警-2 ①JDR 救助マニュ
アルの整備：外
務省、JICA、関
係 3 庁との協議
の上、策定・改
訂 

消-2 ①JDR 救助マニュ
アルの整備：外務
省、JICA、関係 3
庁との協議の上、
策定・改訂 

海-2 ①JDR 救助マニュア
ル の 整 備 ： 外 務
省、JICA、関係 3
庁との協議の上、
策定・改訂 

委-2 ①JMTDR マニュ
ア ル の 整 備 ：
JICA との協議
の上、策定・改
訂 

人員登録状
況・各省庁

との 
連絡体制 

外-5 ①関係 3 庁、JICA との
協 議 （ 「 救 助 チ ー
ム」） 

②国内支援委員会、
JICA との協議（「医
療チーム」） 

J-3 ①「救助チーム」に関して、関
係 3 庁との連携 

②「医療チーム」に関して、国内
支援委員会、医療ﾁｰﾑ登録
制度との連携 

    警-3 派遣要員の指名を
する（9 都道府県
警の 438 名） 

消-3 派遣要員の指名を
する（62自治体消防
本部が日付毎にロ
ー テ ー シ ョ ン で 担
当） 

海-3 派遣要員の指名を
する（特殊救難隊員
およびその他保安
官） 

委-3 医療チームメンバ
ーの登録 

研修・訓練
の 

実施状況 
 
 

外-6 ①JICA 業務調整員研
修へ参加 

②国際機関の研修参
加（INSARAG 等） 

 
③講義の実施 

J-4 ①訓練計画・実施 
「救助チーム」 

1．総合訓練（1 回／年） 
2．ﾘｰﾀﾞｰ研修（1 回／年） 

「医療チーム」 
1．導入研修（2 回／年） 
2．中級研修（3 回／年） 
3．上級研修（1 回／年） 

「JICA 職員」 
業務調整員研修（2 回／年） 
② 国 際 機 関 の 研 修 参 加
（INSARAG 等） 

    警-4 ①JICA 実施の「救
助チーム」研修
への参加 

 
 
 
②国際機関の研

修参加
（INSARAG 等） 

消-4 ①JICA 実施の「救
助チーム」研修へ
の参加 

 
 
 
②国際機関の研修

参加（INSARAG
等） 

海-4 ①JICA 実施の「救
助チーム」研修へ
の参加 

 
 
 
②国際機関の研修

参加（INSARAG
等） 

委-4 ① JICA 実 施 の
「医療チーム」
研修へ登録者
が適宜参加 

 
 

携行機材の 
整備状況 

  J-5 ①携行機材の整備 
「救助チーム」 
小隊用機材リスト、中隊用機材
リストを参照 
「医療チーム」 
大型機材（ﾃﾝﾄ等）、医療器
材、医薬品、生活用品 

    警 5 ① JICA の用意し
た携行機材の使
用 

 
②警察犬の準備 

消-5 ①JICA の用意した
携行機材の使用 

海-5 ①JICA の用意した
携行機材の使用 

委-5 ①JICA の用意した
携 行 機 材 の 使
用 

JDR につい
ての広報・
情報提供 

  J-6 ①各種ｾﾐﾅｰ・講習会・海外か
らの研修員に対する講義で
の広報活動（JICA 研修員受
入事業における防災関連コ
ース等で日本の国際緊急援
助事業を紹介） 

②定期刊行物（「きいろいてんと」
等）の印刷・利用 

     ― 各 省 庁 の 活 動 の
一環として広報を
実施。 

― 各省庁の活動の一
環 と し て 広 報 を 実
施。 

― 各省庁の活動の一
環 と し て 広 報 を 実
施。 

― JICA の広報活動
を支援。 

            在
J-10 

チーム携行機材
供与後のモニタリ
ング調査実施 

  

            在
J-11 

援助隊活動終了
後の評価調査（ミ
ッションレビュー2）
の実施 

  

            在
J-12 

プレス発表（在外
公館と調整） 

  

            在
J-13 

報道振り／任国政
府からの感謝／被
災民の声等の広
報素材の収集・報
告 

  

派遣終了後 

  J-9        チーム別事後評価の実施      

 


